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河内長野市と一般財団法人大阪府ＬＰガス協会南河内南支部狭山長野地区は、「災害

時におけるＬＰガス等の供給に関する協定」を締結します。 

この協定は、本市において地震、台風等による災害が発生した場合に、ＬＰガス等

の供給について協力するなど、本市と大阪府ＬＰガス協会南河内南支部狭山長野地区

（大阪狭山市及び河内長野市）が連携するものです。 

 

【協定名】 

「災害時におけるＬＰガス等の供給に関する協定」 

 

【協定の内容】 

 （1）ＬＰガス等（ＬＰガス、ＬＰガス容器、調整器及びその付属品）の供給 

 （2）応急仮設住宅におけるＬＰガス供給設備に関する工事及びＬＰガス等の供給に関する

こと 

 （3）その他必要と認める物資 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 ： 河内長野市 危機管理課 TEL0721-53-1111 

 

  

 
大阪府ＬＰガス協会南河内南支部狭山長野地区と 

「災害時におけるＬＰガス等の供給に関する協定」を締結 

～大規模な災害時の協力連携～ 

【協定書調印式】 

◆開催日時：平成 30年 4月 23日（月） １３：3０～１4：0０ 

◆場 所：河内長野市役所 3階庁議室（河内長野市原町一丁目 1番 1号） 

◆出席者：河内長野市      市 長  島田 智明 

                副市長  桝井 繁春、副市長  塩谷 聡 

 

  一般社団法人大阪府ＬＰガス協会 会長 大先 明 

  一般社団法人大阪府ＬＰガス協会 南河内南支部 支部長 西尾 元嗣 

  一般社団法人大阪府ＬＰガス協会 南河内南支部 狭山長野地区 

                          地区長 加藤 学 

                          副地区長・会計 稲本 克己    

  一般社団法人大阪府ＬＰガス協会 専務理事 喜多 淳 

 


